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第２章 東北電⼒⼥川原⼦⼒発電所の概要 

第 1 節 施設の概要 

女川原子力発電所は、三陸海岸の南端にある牡鹿半島のほぼ中央東部に位置

し、牡鹿郡女川町と石巻市に立地している。発電所の敷地は三方を山に囲まれ、

山地と狭小な平地からなり、敷地面積は約 173 万 m2である。 
3 基の沸騰水型軽水炉（BWR：Boiling Water Reactor）が設置されており、

海に向かって山側から敷地の南東側に 1，2 号機が、南西側に 3 号機が配置さ

れている。1 号機は発電機出力が 52.4 万 kW、2 号機及び 3 号機が 82.5 万 kW
であり、1 号機はマークⅠ型、2 号機及び 3 号機が改良型マークⅠ型の原子炉格

納容器となっている。 
昭和 59 年 6 月の 1 号機の営業運転開始から平成 14 年 1 月の 3 号機まで、3

基が順次営業運転を開始している。 
なお、1 号機は平成 30 年 12 月 21 日に営業運転を終了し、総発電設備容量は

165 万 kW となっている。 
 
1．女川原子力発電所敷地図 
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2．女川原子力発電所施設概要 
1号機 2号機 3号機 備考

52.4万kW 82.5万kW 82.5万kW

昭和59年6月1日 平成7年7月28日 平成14年1月30日

平成30年12月21日 － －

66.3% 60.3% 70.3%

304,386万kWh 435,956万kWh 508,251万kWh

形 式
軽水減速・軽水冷却・
沸 騰 水 型 （ BWR ）

軽水減速・軽水冷却・
沸 騰 水 型 （ BWR ）

軽水減速・軽水冷却・
沸 騰 水 型 （ BWR ）

熱 排 出 159.3万kW 243.6万kW 243.6万kW

蒸気気圧 約6.93MPa 約6.93MPa 約6.93MPa

蒸気温度 286℃ 286℃ 286℃

格納容器 マークⅠ型 マークⅠ改良型 マークⅠ改良型

使用済燃料
プ ー ル

ラック容量 1,050体 2,240体 2,816体

種 類 低濃縮ウラン 低濃縮ウラン 低濃縮ウラン

装 荷 量 約68トンウラン 約96トンウラン 約96トンウラン

燃 料
集 合 体

368本 560本 560本

年 平 均
取 替 量

約12トン 約16トン 約16トン

制 御 棒 本 数 89個 137個 137個

種 類
くし型3気筒
4流排気式

くし型3気筒
4流排気式（再熱式）

くし型3気筒
4流排気式（再熱式）

容 量 52.4万kW 82.5万kW 82.5万kW

種 類
横軸円筒回転界磁

3相同期
横軸円筒回転界磁

3相同期
横軸円筒回転界磁

3相同期

容 量 58.5万kVA 92万kVA 92万kVA

種 類 屋外送油風冷式 屋外送油風冷式 屋外送油風冷式

容 量 56万kVA 89万kVA 89万kVA

取水方式 深層取水 深層取水 深層取水

放水方式 水中放水 水中放水 水中放水

冷却水量 39m3/s（2m3/s） 60m3/s（3m3/s） 60m3/s（3m3/s）

排 気 筒 地 上 高 125m 160m 160m

出力 及び
運転開始
時 期 等

主

要

機

器

等

の

種

類

及

び

容

量

営 業 運 転 開始 時期

項 目

（　）内は、
補機冷却水
量

平成22年度

復水器冷却水
取放水 設備

主 変 圧 器

発 電 機

蒸 気
タ ー ビ ン

燃 料

原 子 炉

年 間 発 電 電 力 量

年 間 利 用 率

営 業 運 転 終了 時期

定 格 出 力

年間利用率
及び 年間
発電電力量
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3．全国の原子力発電所立地図 
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4．全国の原子力発電所の設置状況（電気事業用） 
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第 2 節 東日本大震災に伴う東北電力女川原子力発電所の状況 

1．県内の東北地方太平洋沖地震及び巨大津波の概要 
平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃、三陸沖を震源（震源の深さ 24km）とす

るマグニチュード（M）9.0 の地震が発生した。この地震は、国内観測史上最大

規模であり、宮城県栗原市で震度 7、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の 4 県 34 
市町で震度 6 強を観測したほか、東日本を中心に北海道から九州地方にかけて

の広い範囲で震度 6 弱～1 を観測した。 
本地震により、東北地方太平洋沿岸をはじめとした全国の沿岸で津波が観測

された。各地の津波観測施設では、福島県相馬で 9.3m 以上、宮城県石巻市鮎川

で 8.6m 以上など、東日本の太平洋沿岸を中心に非常に高い津波を観測したほ

か、北海道から鹿児島県にかけての太平洋沿岸や小笠原諸島で 1m 以上の津波

を観測した。 
また、津波観測施設及びその周辺地域において現地調査を実施し、津波の痕跡

の位置等をもとに津波の高さの推定を行った結果、地点によっては 10m を越え

る津波の痕跡が確認されている。 
この巨大津波によって、東日本の太平洋沿岸各地で甚大な被害が発生し、県内

においては浸水面積が 284 平方キロメートルに達した。 
 

表 2-1 県内で震度 6弱以上を観測した地域 

 
2．東北地方太平洋沖地震時の女川原子力発電所の状況 
平成 23 年 3 月 11 日に発生した地震は、女川原子力発電所においては震度 6

弱であった。津波は約 13 メートルに達したが、海面から 13.8 メートル1 の高さ

に発電所を建設していたため、津波による発電所への大きな影響はなかった。 
地震発生前の各号機の状況は、1 号機及び 3 号機が定格熱出力運転中、2 号機

は定期検査中であり 14 時から原子炉起動中であったが、地震直後に全号機とも

設計どおり自動停止した。2 号機は自動停止直後に、1 号機と 3 号機も翌日未明

 
1 女川周辺の地盤沈下量（約 1 メートル）を考慮した値 

震度 市  区  町  村 
7 栗原市 

6 強 
仙台市宮城野区、石巻市、塩竈市、名取市、登米市、 
東松島市、大崎市、蔵王町、川崎町、山元町、大衡村、 
涌谷町、美里町 

6 弱 
仙台市青葉区、仙台市若林区、仙台市泉区、気仙沼市、 
白石市、角田市、岩沼市、大河原町、亘理町、松島町、 
利府町、大和町、大郷町、富谷町(現：富谷市)、南三陸町
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には安全な状態である 100℃未満の「冷温停止」となった。 
なお、地震及び津波による影響では、1 号機の重油貯蔵タンクの倒壊、高圧電

源盤の火災損傷、2 号機の非常用ディーゼル発電機の一部機能喪失等の被害があ

ったが、原子炉の冷温停止に影響を与えるものではなく、安全上の問題はなかっ

た。 
表 2－2 東日本大震災時のプラント状況 

 1 号機 2 号機 3 号機 
 

地震発生前 
運転中 起動中 

(第 11 回定期検査中) 
3/11 14：00 起動開始 

運転中 

 
地 
震 
発 
生 
後 

止める 
3/11 

14:46 
自動停止 3/11 

14:46 
自動停止 3/11 

14:46 
自動停止 

冷やす 
3/12 
0:58 

冷温停止 
(100℃未満)

3/11 
14:49 

冷温停止 
(100℃未満)

3/12 
1:17 

冷温停止 
(100℃未満)

 
閉じ込

める 

排気筒モニタ・各区域の放射線モニタの指示値に異常なし 
（なお、福島第一原発事故により 3/12 深夜にモニタリングポストの指

示値が上昇したため、原子力災害特別措置法第 10 条に基づき関係機関

に通報） 
 
3．女川原子力発電所での地震の観測結果 

1 号機から 3 号機の原子炉建屋で観測された最大加速度値は、基準地震動

Ss2 に対する最大応答加速度値を一部上回ったものの、ほぼ同等であった。本震

時に取得された敷地地盤の地震計による解放基盤表面相当位置(O.P.－8.6m)の
地震観測記録について、はぎとり解析を実施した結果、短周期で揺れが大きくな

り、はぎとり解析の実施前と同様、基準地震動 Ss を一部の周期帯で上回ること

が確認された。地震観測記録に基づき地震応答解析を実施し、1 号機から 3 号
機の原子炉建屋の耐震壁の変形および各階毎の耐震壁に作用したせん断力を評

価した結果、各々の原子炉建屋の機能が維持されていることを確認された。 
 

2 基準地震動 Ss は、「解放基盤表面」における設計用の基準地震動として定義される。 
発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平成 18 年 9 月、原子力安全委員会制定）

によれば、解放基盤表面とは、「基準地震動を策定するために、基盤面上の表層や構造物が

無いものとして 仮想的に設定する自由表面であって、著しい高低差がなく、ほぼ水平で相

当な拡がりを持って想定される基盤の表面をいう。ここでいう『基盤』とは、概ねせん断波

速度 Vs＝700m/s 以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないものとする。」とさ

れている。 
女川原子力発電所においては、解放基盤表面は、発電所の地下 O.P.-8.6ｍに定義されてい

る（O.P.：女川原子力発電所工事用基準面（東京湾平均海面の下方 0.74ｍ））。 観測値から、

「はぎとり波」を求めるための解析を「はぎとり解析」という。「はぎとり波」とは、実測

された地震動観測値を用いて求めた解放基盤表面の地震動のことであり、基準地震動 Ss と

直接比較することができる。 
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第 3 節 女川原子力発電所２号機の再稼働 

1．女川原子力発電所２号機再稼働に係る地元同意の流れについて 
女川原子力発電所２号機の再稼働に関して、いわゆる地元同意には、大きく 2

つの手続きがあった。 
1 つは、県、女川町及び石巻市が東北電力と締結した安全協定に基づく「事前

協議」に関する手続きで、もう 1 つは、経済産業大臣から知事に行われた、女川

原子力発電所 2 号機の再稼働を進める政府の方針に対する「理解確保の要請」

である。 
 

2．安全協定に基づく事前協議への対応 
（１）新規制基準の施行 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した福島第一原発の事故の教訓を踏まえ、原子

力規制委員会は平成 25 年 7 月 8 日に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号）（以下「原子炉等規制法」とい

う。）に基づく原子力施設に関する新規制基準を施行し、適合性審査を開始し

た。 
新規制基準は、従来の規制基準と比較すると、重大事故の発生を防止するた

めに、地震・津波の想定手法の見直しや火山・竜巻・森林火災の想定を追加す

るなど大規模な自然災害への対応強化や、火災・内部溢水・停電などへの耐久

力向上が求められた。また、炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策などの

重大事故が発生しても対処できる設備・手順の整備が要求されるとともに、意

図的な航空機衝突への対応などのテロ対策も新設された。 
 

（２）関係自治体の対応等 
  新規制基準の施行に伴う女川原子力発電所２号機の施設の変更は、安全協

定１２条に該当することから、関係自治体は平成 25 年 12 月 26 日に東北電

力から事前協議を受けた。 
  また、東北電力は、原子力規制委員会に対し、平成 25 年 12 月 27 日に原

子炉設置変更許可申請を行った。 
  この事前協議については、科学的・工学的に専門性が高いことから、回答

するに当たり、参考とする意見を専門家から聴取するため「女川原子力発電

所 2 号機の安全性に関する検討会」（以下「安全性検討会」という。）を設置

した。 
  安全性検討会では、女川原子力発電所 2 号機に係る「東日本大震災後の施

設の健全性」と「新規制基準に適合することにより向上する安全性」につい

て具体的に確認するため、構成員及び事務局が疑問に思う項目を論点とし、

論点ごとに東北電力等から説明を受けながら、検討を行った。 
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  平成 26 年 11 月から令和 2 年 3 月にかけて全 24 回の会合開催等を経て、

第 24 回会合において、座長から立地自治体に対し報告書が提出され、「東日

本大震災後の施設の健全性」や「新規制基準に適合することにより向上する

安全性」を否定する意見は出されなかった。 
  また、原子力規制委員会では、原子炉設置変更許可申請を受け、原子炉等

規制法の基準に適合しているとして、令和 2 年 2 月 26 日に許可を行った。 
  平成 25 年 12 月 26 日に受けた事前協議について、原子力規制委員会によ

る審査結果及び安全性検討会で得られた専門家からの参考意見を踏まえ、運

転に求められる安全性が確認できたものと判断した。 

 

（３）事前協議への回答 
  令和 2 年 11 月 11 日に実施した知事、女川町長及び石巻市長による三者会  

談において、東北電力に対する、講ずべき対策の要請の実施に併せ、また、そ

れぞれ立地自治体自らもしっかりと対策を行うことも確認し、了解すること

で意見が一致し、11 月 18 日に東北電力に対して、それぞれ回答を行った。 
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表 2-3 事前協議に関する主な経緯 

年月日 できごと 
平成24年 9月19日 原子力規制委員会発足 
平成25年 7月 8日 改正原子炉等規制法の施行 
平成25年12月26日 東北電力が関係自治体に原子炉施設の変更に関して事前協議 

平成25年12月27日 東北電力が原子力規制委員会に原子炉設置変更許可申請 
(同日に工事計画認可申請書、原子炉施設保安規定変更認可申請書を提出) 

平成26年 1月16日 原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査会合開始 
平成26年10月16日 県が安全性検討会を設置 
平成26年11月11日 第 1 回安全性検討会の開催 
平成29年 8月10日 基準地震動について、審査会合において概ね妥当な検討がなされたと評価 
令和元年 9月19日 東北電力は原子力規制委員会に原子力設置変更許可申請書の補正書を提出 
令和元年11月 6日 東北電力は原子力規制委員会に原子炉設置変更許可申請書の補正書を提出 
令和元年11月19日 東北電力は原子力規制委員会に原子炉設置変更許可申請書の補正書を提出 
令和元年11月27日 原子力規制委員会において審査書(案)が了承される 
令和元年11月28日 原子力規制委員会において審査書(案)に対するパブリックコメントを募集 
令和元年12月20日 原子力委員会委員長が原子力規制委員会に設置変更は妥当な旨の答申 
令和元年12月20日 経済産業大臣が原子力規制委員会に設置変更は妥当な旨の答申 
令和 2年 2月 7日 東北電力は原子力規制委員会に原子力設置変更許可申請書の補正書を提出 
令和 2年 2月26日 原子力規制委員会が原子力設置変更許可申請書に対する許可 
令和 2年 7月29日 第 24 回安全性検討会の開催（会議終了） 
令和 2年 8月 6日 知事、女川町長及び石巻市長による女川原子力発電所の視察 

令和 2年 8月28日 関係自治体による安全性検討会における構成員からの意見に係る事業者の対

応状況確認調査 
令和 2年11月11日 知事、女川町長及び石巻市長による三者会談 
令和 2年11月18日 事前協議への回答 
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表 2-4 女川原子力発電所 2 号機の安全性に関する検討会の開催実績 

回 開催年月日 議題 

第 1 回 平成26年11月11日 女川原子力発電所の概要及び東日本大震災時の対応状況 他 
第 2 回 平成26年12月24日 東日本大震災の津波の調査結果 他 
第 3 回 平成27年 2月10日 地震後の設備健全性確認点検記録の不備 他 
第 4 回 平成27年 4月23日 炉内の点検結果について 他 
第 5 回 平成27年 5月20日 炉内の点検結果について 他 
第 6 回 平成27年 7月29日 内部溢水に対する影響評価及び防護対策 他 
第 7 回 平成27年 8月20日 内部火災及び外部火災に対する対策の概要 他 
第 8 回 平成27年11月18日 安全施設の設計時に考慮すべき自然現象 他 
第 9 回 平成28年 5月26日 地震後の設備健全性確認点検記録の不備 他 
第 10 回 平成28年 9月 8日 モニタリング設備 他 
第 11 回 平成29年 3月24日 地震後の施設健全性確認手法及び点検・評価結果 他 
第 12 回 平成29年 6月30日 基準津波 他 
第 13 回 平成29年11月 1日 基準地震動 他 
第 14 回 平成30年 6月 1日 基準地震動、運転停止中の原子炉における燃料損傷防止 他 
第 15 回 平成30年 6月15日 緊急時対策所、炉心損傷防止（津波ＰＲＡ） 他 
第 16 回 平成31年 4月23日 竜巻、火山、緊急時対策所 
第 17 回 令和元年 6月 7日 制御室、炉心損傷防止 
第 18 回 令和元年 8月 2日 炉心損傷防止、耐津波設計方針 他 
第 19 回 令和元年 8月30日 格納容器破損防止、制御室、緊急時対策所 
第 20 回 令和元年10月11日 地震後の設備健全性確認炉内点検、耐震設計方針 他 
第 21 回 令和元年10月23日 格納容器破損防止 他 
第 22 回 令和 2年 2月 7日 格納容器破損防止 他 
第 23 回 令和 2年 3月23日 新規制基準適合性審査申請について（審査結果） 他 
第 24 回 令和 2年 7月29日 女川原子力発電所２号機の安全性に関する意見について 

 
3．理解確保の要請への対応 
（１）理解確保の要請 

原子力規制委員会が、東北電力からの申請により、原子炉等規制法第 43 条

の 3 の 8 第 1 項の規定に基づき、令和 2 年 2 月 26 日に女川原子力発電所２

号機にかかる発電用原子炉設置変更許可を行った。 
これを受け、政府が女川原子力発電所 2 号機の再稼働を進める方針を決定

し、経済産業大臣から本県に対し、3 月 2 日に政府の方針である「東北電力株

式会社女川原子力発電所 2 号炉の再稼働に向けた政府の方針について」に対

する理解確保の要請が行われた。 
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（２）要請への回答に係る対応 
この要請に回答するに当たり、県では、住民説明会を開催し、原子力発電所

の再稼働の必要性だけではなく、原子力発電所の安全性や原子力災害時にお

ける緊急時の対応などの政府の方針について説明を伺った上で、立地自治体

のほか、県内の市町村長や県議会などの意見を伺い、総合的に判断していく方

針とした。 
この方針の下、住民説明会（県内 7 箇所開催）、宮城県市町村長会議、県・

立地自治体議会での意見等を踏まえ、令和 2 年 11 月 11 日に知事、女川町長

及び石巻市長による三者会談を実施し、要請に対して了解することで合意し

た。 
 
（３）理解確保の要請への回答 

令和 2 年 11 月 18 日に梶山経済産業大臣と会談し、女川原子力発電所 2 号

機の再稼働に係る政府方針への理解の要請に対して、了承する旨の回答文書

を大臣に手渡し、回答に併せて、エネルギー政策や原子力発電所の再稼働の必

要性について、県民にわかりやすくかつ丁寧に説明することや、持続可能なエ

ネルギー政策を示すこと等を要請した。 

 
 

表 2-5 理解確保の要請に関する主な経緯 

年月日 できごと 
 令和 2 年 2 月 26 日 原子力規制委員会が原子力設置変更許可申請書に対して許可 

 令和 2 年 3 月 2 日 東北電力女川原子力発電所２号機の再稼働へ向けた政府の方

針が示される（理解確保の要請） 
 令和 2 年 8 月 1 日 

 女川原子力発電所に関する住民説明会を開催（全７回） 

 令和 2 年 10 月 22 日 県議会が再稼働にかかる早期理解表明に関する請願を採択 
 令和 2 年 11 月 9 日 宮城県市町村長会議を開催 
 令和 2 年 11 月 11 日 知事、女川町長及び石巻市長による三者会談 
 令和 2 年 11 月 18 日 理解確保の要請へ回答 
 
 
 
 
 
 

 
 



－ 16 － － 17 －

第 2 章 東北電力女川原子力発電所の概要       

 

 
 

図 2－1 女川原子力発電所２号機再稼働に係る流れについて 
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4．東北電力における再稼働への対応 
（１）新規制基準への対応 

東日本大震災後、東北電力では福島第一原発事故を踏まえた緊急安全対策

として、海水ポンプが浸水した場合等に備えた資機材の配備や防潮堤の設置

等の対策を行った。 
平成 25 年 7 月の新規制基準施行に伴い、原子力発電所の安全性を高めるた

めに必要な安全対策について、平成 25 年 5 月から安全対策工事を開始した。 
また、東北電力は、原子炉等規制法第 43 条の 3 の 9 第 1 項の規定に基づ

き、平成 25 年 12 月 27 日付けで設計及び工事の計画の認可（以下、「設工認」

という。）申請（令和 2 年 5 月 29 日、令和 2 年 9 月 30 日、令和 2 年 11 月 30
日、令和 3 年 2 月 19 日、令和 3 年 11 月 24 日及び令和 3 年 12 月 10 日付け

で一部補正）及び保安規定変更認可申請（令和 4 年 6 月 30 日、令和 5 年 1 月

20 日、令和 5 年 2 月 3 日付けで一部補正）を行い、原子力規制委員会は、令

和 3 年 12 月 23 日に設計及び工事の計画の認可及び令和 5 年 2 月 15 日に保

安規定変更認可をした。 
令和 6 年 5 月 27 日、約 11 年を要した安全対策工事が完了した。 
 

（２）安全対策工事完了後から営業運転再開までの対応 
安全対策工事の完了後は、大規模な自然災害や重大事故発生時の対応力の

維持向上を目的とした、各種訓練を行い、令和 6 年 9 月 3 日から 9 日にかけ

て、2 号機原子炉建屋内の使用済み燃料プールに貯蔵している燃料を原子炉に

装荷する燃料装荷を行った。 
その後、燃料装荷後に行われる各種検査・点検等を行い、同年 10 月 29 日

には原子炉から制御棒を引き抜き、原子炉起動を行った。原子炉起動後、10
月 30 日には核分裂反応が安定して継続する臨界状態に至ったことを確認し

た。 
臨界到達後、11 月 15 日には発電を再開する再稼働を行った。11 月 21 日に

は定格熱出力に到達したが、東北電力では13年ぶりの再稼働となることから、

慎重に作業を進めるため、11 月 24 日には一度原子炉を停止し、検査・点検を

行った。 
検査・点検後、12 月 5 日には再び原子炉を起動し、12 月 25 日から東北電

力が行う使用前事業者検査における最終検査である、総合負荷性能検査を実

施した。 
総合負荷性能検査の結果は原子力規制委員会による使用前確認を受け、12

月26日に原子力規制委員会から東北電力に対し、使用前確認証が交付された。 
同日、東北電力では女川原子力発電所２号機の営業運転を再開した。 
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図 2－2 女川原子力発電所２号機の再稼働工程 
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第 4 節 女川原子力発電所２号機における使用済燃料乾式貯蔵施設 
の設置について 
 

1．経緯 
我が国では、資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化・有害度低減等

の観点から、使用済燃料を再処理し、回収されるプルトニウム等を有効利用する

核燃料サイクルの推進を基本的方針としている。発電所で発生した使用済燃料

は再処理されるまでの間、安全に管理・貯蔵する必要があり、使用済燃料を貯蔵

する方法として、水の入ったプールの中に貯蔵する方式（湿式）と鋼鉄製容器に

入れて貯蔵する方式（乾式）の二種類がある。 
東北電力は、2 号機の再稼働に伴い、使用済燃料プールの容量が、再稼働から

４年程度で管理容量に達するため、使用済燃料を発電所から搬出するまでの間、

一時的に貯蔵する施設として使用済燃料乾式貯蔵施設（以下「乾式貯蔵施設」と

いう。）を設置することとし、令和 6 年 2 月 27 日に県、女川町及び石巻市に対

し、安全協定に基づく事前協議の申し入れを行い、翌 28 日に原子炉等規制法に

基づき原子炉設置変更許可申請書を原子力規制委員会へ提出した。 
県、女川町及び石巻市では、乾式貯蔵施設の安全性について、安全協定に基づ

く立入調査、運用中の乾式貯蔵施設及び東北電力が申請した使用済燃料乾式貯

蔵容器（以下「乾式貯蔵容器」という。）と同型の乾式貯蔵容器を製造している

メーカーを訪問し、調査を行った。また、使用済燃料を一時的に貯蔵するための

施設であることについて、国が示した第 7 次エネルギー基本計画において「使

用済燃料は六ヶ所再処理工場へ搬出する方針」とされていることや東北電力に

おける使用済燃料への対応方針を確認した。 
令和 7 年 5 月 28 日には原子力規制委員会により乾式貯蔵施設の設置に係る

発電用原子炉設置変更許可がなされ、令和 7 年 7 月 29 日に県、女川町及び石巻

市は、同施設が使用済燃料を一時的に貯蔵するための施設であることを前提に

事前了解を行った。また、使用済燃料対策は国及び事業者が一体となって、必ず

成し遂げることが大前提であることから、同年 7 月 31 日には知事、女川町長、

石巻市長の連名で経済産業大臣に対し、女川原子力発電所における使用済燃料

対策の推進に向けた要請を行った。 
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図 2-3 核燃料サイクルの概要 

 

引用 一般財団法人 日本原子力文化財団「原子力・エネルギー図面集」 

 

表 2-6 使用済燃料乾式貯蔵施設の事前協議に係る主な経緯 

年 月 日 内 容 

令和 6 年 2 月 27 日 東北電力が関係自治体に原子炉施設の変更に関して事前協議

令和 6 年 2 月 28 日 東北電力が原子力規制委員会に原子炉設置変更許可申請 

令和 6 年 5 月 14 日 安全協定に基づく立入調査を実施 

令和 6 年 12 月 23 日

～24 日 
県、女川町及び石巻市で他県乾式貯蔵施設及びキャスクメー

カー視察 

令和 7 年 2 月 18 日 第７次エネルギー基本計画が閣議決定 

令和 7 年 5 月 28 日 原子力規制委員会が東北電力に原子炉設置変更許可 
令和 7 年 7 月 29 日 県、女川町及び石巻市が事前協議回答 
令和 7 年 7 月 31 日 知事、女川町長及び石巻市長の連名で経済産業大臣へ要請 
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2．使用済燃料乾式貯蔵施設の概要 
東北電力の設置する乾式貯蔵施設は、女川原子力発電所 2 号機の使用済燃料

プールで十分に冷却された使用済燃料を、「乾式貯蔵容器」と呼ばれる金属製の

丈夫な容器に収納し、発電所敷地内の高台に設置する「使用済燃料乾式貯蔵建屋」

（以下、「乾式貯蔵建屋」という。）で貯蔵する施設である。乾式貯蔵施設では、

使用済燃料を水や電気を使用せず、空気の自然対流で冷却する方式を採用して

いる。 
使用済燃料を収納する「乾式貯蔵容器」は、円筒形の金属製容器で、横置きに

設置して貯蔵される。また、地震や竜巻などの自然現象で乾式貯蔵建屋に損傷が

生じた場合においても、安全機能を維持できる設計とされており、使用済燃料を

発電所から搬出する際も、輸送船専用の容器に詰め替えることなく使用するこ

とができる、「輸送・貯蔵兼用」となっている。 
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図 2-4 使用済核燃料乾式貯蔵施設の概要 

 

 
引用 東北電力パンフレット「女川原子力発電所２号機の使用済燃料乾式貯蔵施設について」 



－ 22 － － 23 －

第 2 章 東北電力女川原子力発電所の概要       

 

 
 

第 5 節 女川原子力発電所１号機の廃止措置 

1．経緯 
東北電力は、平成 30 年 10 月 25 日に女川原子力発電所１号機の廃止を決定

し、平成 30 年 12 月 21 日をもって運転終了とした。 
令和元年 7 月 26 日に安全協定に基づく事前協議、また、29 日に原子炉等規

制法に基づく手続きである廃止措置計画認可申請が行われ、令和 2 年 3 月 18 日

に原子力規制委員会により認可され、令和 2 年 5 月 22 日に事前了解した。 
 

表 2-7 女川原子力発電所１号機に関する主な経緯 

内 容 

昭和 45 年 12 月 10 日 国による女川原子力発電所設置許可 

昭和 54 年 12 月 25 日 本格工事着工（原子炉建屋基礎掘削工事開始） 

昭和 58 年 10 月 18 日 初臨界 

昭和 59 年 96 月 91 日 営業運転開始 

平成 23 年 93 月 11 日 東北地方太平洋沖地震により運転停止 

平成 30 年 10 月 25 日 廃止を決定（営業運転開始から 35 年目） 
平成 30 年 12 月 21 日 運転終了 
令和元年997 月 26 日 県、女川町及び石巻市に対し、原子炉施設の変更につ

いて安全協定に基づく事前協議 
令和元年997 月 26 日 原子力規制委員会に対し廃止措置計画認可申請 
令和 2 年993 月 18 日 原子力規制委員会が廃止措置計画を認可 
令和 2 年995 月 22 日 県、女川町及び石巻市が事前了解 
令和 2 年997 月 28 日 廃止措置作業開始 

 
表 2-8 発電実績 

総発電電力量 830 億 kWh※1,2 
設備利用率 67.4％※3 

※1:稼働実績がある平成 22 年度末までの累計 
※2:宮城県内の電力需要（平成 29 年度実績：144.3 億 kWh）の約 6 年分に相当 
※3:稼働実績がある平成 22 年度末までの平均 
 

2．廃止措置工程の概要 
東北電力は、廃止措置工程を 4段階に区分し、約 34年をかけて実施するとし、

第２段階以降については、第 1 段階で行う汚染状況の調査結果等を踏まえ、改

めて廃止措置計画の変更認可申請を行うとしている。廃止措置において実施す

る主な作業については以下のとおり。 
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①燃料搬出 
廃止措置計画認可申請時点において、1 号機の使用済燃料プールに貯蔵して

いる使用済燃料（821 体）は、第 2 段階の開始までに、3 号機の使用済燃料プ

ールへ搬出し貯蔵するか、または再処理事業者に譲り渡す。また、3 号機の使

用済燃料プールに搬出し貯蔵した使用済燃料は、廃止措置が終了するまでに、

再処理事業者へ譲り渡す。 
廃止措置計画認可申請時点において、すでに 2 号機および 3 号機の使用済

燃料プールに貯蔵されている 1 号機の使用済燃料（2 号機：95 体、3 号機：66
体）は、廃止措置が終了するまでに、再処理事業者へ譲り渡す。 
新燃料（41 体）は、第 2 段階の開始までに加工施設へ全量搬出し、加工事

業者へ譲り渡す。 
 
②汚染状況の調査 
施設周辺の一般公衆および放射線業務従事者の放射線被ばくの低減と、適切

な解体撤去方法の策定や放射性固体廃棄物の発生量の正確な評価のために、機

器・配管がどれくらい放射性物質に汚染されているかを調査する。 
 
③汚染の除去 
作業員の被ばく低減のために、原子炉周りの比較的多くの汚染が想定される

機器や配管を対象に、機械や薬品を用いて放射性物質を除去する除染を行う。

除染を実施する際は、作業員の被ばく低減に有効とされる範囲を選定した上で

行う。 
 
④放射線管理区域外の設備の解体撤去 
放射性物質による汚染のない区域に設置されている設備の解体撤去を行う。 
 

⑤放射性廃棄物の処理処分 
廃止措置期間中に発生する放射性気体廃棄物および放射性液体廃棄物につ

いては、廃棄物の種類や性状等に応じて適切に処理する。また、放射性固体廃

棄物については、関係法令および関係告示に基づき、廃棄物の種類に応じた処

理を行い、廃止措置が終了するまでに廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。 
 

3．現状 
令和 2 年 7 月 28 日から廃止措置作業が開始され、現在、解体工事準備期間と

して燃料の搬出、汚染状況の調査や汚染の除去、放射性物質による汚染のない区

域に設置されている設備の解体撤去等が行われている。 
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図 2－5 廃止措置の工程について 
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